
第九条の二　第３項
①我が国の平和と独立並びに国及び国民の安
全を確保するための活動

②国際社会の平和と安全を確保するために国
際的に協調して行われる活動

③公の秩序を維持し、又は国民の生命若しく
は自由を守るための活動

自民党　「日本国憲法改正草案」より

出典：自民党「日本国憲法改正草案」より小池晃事務所作成 2017 年 5 月９日　参議院予算委員会　日本共産党　小池晃


